
 

 令和３年８月２日 

保護者の皆さま 

神奈川県立城郷高等学校長  

 

緊急事態宣言の発出に伴う夏季休業期間における対応について(お願い) 

 

酷暑の候、皆さまにおかれましては、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。日ごろ、本校の教

育活動にご理解ご協力いただき厚く感謝申し上げます。 

さて、本県に緊急事態宣言が発出されたことを受け、県教育委員会から「緊急事態宣言に伴う県立

高等学校等の教育活動等について」の通知がありました。 

その中で、各学校においては、生徒の安全・安心を確保するため、より一層の緊張感を持ち、感染

防止対策の強化・徹底に遺漏なく取り組むよう、また夏季休業期間中の教育活動の対応については次

のとおり示されていますので、ご確認くださいますようお願いします。 

なお、ＰＣＲ検査等を受けることになった場合などには、速やかに学校までご連絡くださいますよ

う併せてお願いします。 

 

※県立高校で感染が判明した生徒の感染経路のうち、最も多くを占めるのが家庭内感染であ
ることから、ご家庭での感染予防にご協力くださいますよう、併せてお願いいたします。 
 

 問合せ先 

副校長 田上 

教頭  山川 

電話（045）382-5254（直通） 

 

《緊急事態措置期間中における教育活動等》  

ア 部活動について  

○ 緊急事態措置期間中は、部活動については万全な感染防止対策を講じた上で実施する。感染リスク

の高い活動は行わない。  

・ 活動場所は校内とし、活動は自校生徒のみとする。練習試合や合同練習は行わない。  

※合同チームの場合、他校での活動は可とする。  

・ 活動時間は、準備片付けを含め、３時間程度とする。  

・ 活動日数は、週４日を上限とする。  

○ 緊急事態措置期間中は、県内の大会等への参加については、大会等の開催状況、感染防止対策等を

確認の上、校長の判断の下、その可否を決定する。全国大会、関東大会等については、今後、開催の

有無を確認しながら、別途、校長は県教育委員会と協議の上、参加の可否を決定する。  

○ 合宿（県内及び校内合宿を含む）及び県外遠征については、中止とする。  

○ 大会等の14日前以降、競技実施における怪我防止等の視点から校長が必要と認める場合は、練習試

合、合同練習を含めた活動内容及び活動日数等について「神奈川県立学校に係る部活動の方針」に則

った必要な活動を認める。その際も、感染防止対策を徹底する。  

○ 熱中症のおそれがある場合には、命に関わる危険があることを踏まえ、熱中症への対応を優先し、

身体的距離を確保する等の感染防止対策を講じた上で、マスクは外させる。  

イ 学習活動について  

○ 補習等の学習活動については、感染防止対策を徹底して実施する。  

ウ 学校説明会等について  

○ 各学校で開催する学校説明会等については、感染防止対策を徹底した上で実施する。  

エ ＰＴＡ活動について  

〇 ＰＴＡ活動については、ＰＴＡ役員等とよく話し合った上で、感染防止対策を十分に講じて行う。  

オ 学校施設開放について  

○県民の健康的な生活を維持するため、学校施設開放は継続するが、緊急事態措置期間中の夜間（19時

以降）における利用は、中止とする。 


